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受益者のみなさまへ 

 毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。 

 さて、エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション（以下「ファンド」といいま

す。）のサブ・ファンドである米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオおよび豪ドル（ブラ

ジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ（以下、個別にまたは総称して「サブ・ファンド」といいま

す。）は、2024年６月30日に償還いたしましたので、ここに、運用状況をご報告申し上げます。 

 これまでサブ・ファンドをご愛顧いただき、まことにありがとうございました。 

 

ファンドの仕組みは、以下の通りです。 

ファンド形態 ケイマン諸島籍契約型外国投資信託 

信託期間 サブ・ファンドは、管理会社が受託会社と協議の上、存続期間の延長を決定しない限り、
2024年６月30日に終了します。ただし、請求目論見書に定めるいずれかの方法により当該日
までに終了する場合を除きます。償還金の支払いについては、償還日以降、相応の日数がか
かることがあります。 
サブ・ファンドは、2024年６月30日に償還いたしました。 

運用方針 サブ・ファンドの投資目的は、ケイマン諸島のユニット・トラストであるピムコ・ケイマ
ン・トラストのサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド
ＢのクラスＤ（ＢＲＬ）受益証券またはクラスＡ（ＢＲＬ）受益証券への投資を通じて、主
として米ドル建ての新興国債券に投資することにより、最大限のトータル・リターンを追求
することにあります。 

主要投資対象 サブ・ファンド ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢのクラスＤ
（ＢＲＬ）受益証券またはクラスＡ（ＢＲＬ）受益証券 

 フィーダー・ファンド ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ） 

 マスター・ファンド エマージング証券市場を有する国と経済的な結びつきを有する発行
体の固定利付金融商品またはかかる証券のデリバティブ 

ファンドの運用方法 サブ・ファンドは、フィーダー・ファンドへの投資を通じて、主として米ドル建ての新興国
債券に投資します。 
サブ・ファンドは、フィーダー・ファンドへの投資を通じて、米ドルに対しブラジルレアル
で為替取引を行います。 

主な投資制限 サブ・ファンドに適用される投資制限は以下のとおりです。 
(イ）サブ・ファンドについて空売りされる有価証券の時価総額は、サブ・ファンドの純資

産総額を超えないものとします。 
(ロ）サブ・ファンドの純資産総額の10％を超えて、借入れを行うものではありません。た

だし、合併等の特別緊急事態により一時的に、かかる10％を超える場合はこの限りで
はありません。 

(ハ）管理会社の運用する証券投資信託およびミューチュアル・ファンドの全体において、
一発行会社の議決権総数の50％を超えて投資を行ってはなりません。かかる制限は、
他の投資信託に対する投資には適用されません。 
（注）上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることがで

きます。 
(ニ）サブ・ファンドは、私募株式、非上場株式または不動産等、流動性に欠ける資産に対

しその純資産の15％を超えて投資を行いません。ただし、日本証券業協会が定める外
国投資信託受益証券の選別基準（随時改訂または修正されることがあります。）（外
国証券の取引に関する規則第16条）に要求されるとおり、価格の透明性を確保する方
法が取られている場合はこの限りではありません。 
（注）上記の比率の計算は、買付時点基準または時価基準のいずれかによることがで

きます。 
(ホ）投資対象の購入、投資および追加の結果、サブ・ファンドの資産額の50％を超えて、

日本の金融商品取引法（昭和23年法律第25号（改正済））第２条第１項に規定される
「有価証券」の定義に該当しない資産を構成する場合、かかる投資対象の購入、投資
および追加を行いません。 

(ヘ）管理会社が自己または第三者の利益を図る目的で行う取引等、受益者の保護に欠け、
またはサブ・ファンドの資産の適正な運用を害するサブ・ファンドのための管理会社
の取引は、すべて禁止されます。 

(ト）サブ・ファンドは、日本証券業協会の「外国証券の取引に関する規則」（改訂済）第
16条第９号に従い、信用リスクを管理する方法として管理会社が定めた合理的な方法
に反する取引を行いません。 

サブ・ファンドの投資対象の価値の変化、再構成、合併、サブ・ファンドの資産からの支払
またはサブ・ファンドの受益証券の買戻しの結果としてサブ・ファンドに適用される制限を
超えた場合、管理会社は、直ちにサブ・ファンドの投資対象を売却する必要はありません。
しかし、管理会社は、サブ・ファンドの受益者の利益を考慮した上で、違反が判明してから
合理的な期間内にサブ・ファンドに適用される制限を遵守するために合理的に可能な措置を
講じるものとします。 



 

 

 

 

分配方針 管理会社は、その裁量により、毎月20日（当該日が営業日でない場合は翌営業日）に、純投
資収入、純実現・未実現キャピタルゲインおよび配当可能資本から分配を宣言することがで
きます。 
分配は、分配宣言（同日を含みます。）から５営業日以内に受益者（日本においては、日本
における販売会社）に対して行われます。 
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Ⅰ．設定から前期までの運用の経過 
 

第１期（2010年１月21日～2010年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイド

（米ドルベース）によると、エマージング債券市況は8.9％上昇しました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで2.3％上昇しました。 

（豪ドル） 

・期を通じてみると豪ドルは対米ドルでほぼ横ばい推移となりました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、14.05％（コスト控除後、配当込みベース）の上昇となりまし

た。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、14.05％（コスト控除後、配当込みベース）の上昇となりまし

た。 

 

第２期（2010年８月１日～2011年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、当期は9.0％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで上昇しました。 

（豪ドル） 

・期を通じてみると豪ドルは対米ドルで上昇しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、27.32％（コスト控除後、配当込みベース）の上昇となりまし

た。 
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（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、5.89％（コスト控除後、配当込みベース）の上昇となりました。 

 

第３期（2011年８月１日～2012年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、当期は11.8％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで下落しました。 

（豪ドル） 

・期を通じてみると豪ドルは対米ドルで下落しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、12.07％（コスト控除後、配当込みベース）の下落となりまし

た。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、7.85％（コスト控除後、配当込みベース）の下落となりました。 

 

第４期（2012年８月１日～2013年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、当期は1.3％の下落となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで下落しました。 

（豪ドル） 

・期を通じてみると豪ドルは対米ドルで下落しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、6.06％（コスト控除後、配当込みベース）の下落となりました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 
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・１口当たり純資産価格の収益率は、7.10％（コスト控除後、配当込みベース）の上昇となりました。 

 

第５期（2013年８月１日～2014年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、当期は10.7％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで上昇しました。 

（豪ドル） 

・期を通じてみると豪ドルは対米ドルで上昇しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、13.76％（コスト控除後、配当込みベース）の上昇となりまし

た。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格の収益率は、10.18％（コスト控除後、配当込みベース）の上昇となりまし

た。 

 

第６期（2014年８月１日～2015年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ0.6％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルおよび対豪ドルで下落しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格は、前期末に比べ下落しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）・ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格は、前期末に比べ下落しました。 

 



－  － 

 

 

4

第７期（2015年８月１日～2016年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ11.22％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルおよび対豪ドルで上昇しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

 

第８期（2016年８月１日～2017年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ4.93％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで上昇しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

 

第９期（2017年８月１日～2018年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ0.07％の上昇となりました。 
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【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで下落しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ下落しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ下落しました。 

 

第10期（2018年８月１日～2019年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ10.98％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで下落しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

 

第11期（2019年８月１日～2020年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ2.97％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで下落しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 
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■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ下落しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ下落しました。 

 

第12期（2020年８月１日～2021年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ4.11％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで上昇しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

 

第13期（2021年８月１日～2022年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ19.28％の下落となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで下落しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ下落しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ下落しました。 
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第14期（2022年８月１日～2023年７月末日） 

■投資環境について 

【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ6.37％の上昇となりました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期を通じてみるとブラジルレアルは対米ドルで上昇しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移しました。 

 

■ポートフォリオについて 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ） 

・課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、前期末に比べ上昇しました。 
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Ⅱ．当期の運用の経過等 
 

(1）当期の運用の経過 
 

■当期の１口当たり純資産価格等の推移について 
＊2024年６月30日（償還日）までに、サブ・ファンドの受益証券はすべて買い戻され、償還日現在の純資産総額および１口当たり純資

産価格は０となりました。本書中、第15期末の数値については、便宜上、最終評価日（2024年６月28日）の値を記載または使用して

います。以下同じです。 

＊騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。以下同じです。 

＊１口当たり分配金合計額は、税引前の１口当たり分配金の合計額を記載しています。以下同じです。 

＊課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にサブ・ファンドへ再投資したとみなして算出したもの

で、サブ・ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。 

＊課税前分配金再投資換算１口当たり純資産価格は、当初発行価格（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオは100米ドル、

豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオは100豪ドル）を起点として計算しています。 

＊サブ・ファンドにベンチマークは設定されていません。 

＊グラフの計算の基礎となる１口当たり純資産価格は、2021年10月12日以降、小数点以下第８位までの数値を使用しています。 

 
 

 

 
第14期末の 

１口当たり純資産価格 
第15期末の 

１口当たり純資産価格 
第15期中の 

１口当たり分配金合計額 
騰落率 

米ドル（ブラジルレアル・ヘッ
ジ）ポートフォリオ 

7.47米ドル 6.40米ドル 0.88米ドル －2.83％ 

豪ドル（ブラジルレアル・ヘッ
ジ）ポートフォリオ 

10.04豪ドル 8.49豪ドル 1.21豪ドル －3.99％ 

 

■１口当たり純資産価格の主な変動要因 
［上昇要因］ 

・債券利子収入を獲得したこと 

・米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引によるプレミアムを享受したこと 

・エマージング債券のスプレッド（米国債に対する上乗せ金利）が縮小したこと 

 

［下落要因］ 

・米国債金利が上昇したこと（債券価格の下落） 

・米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオについては、ブラジルレアルが対米ドルで下落

したこと 

・豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオについては、ブラジルレアルが対豪ドルで下落

したこと 
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■分配金について 
 当期（2023年８月１日〜2024年６月30日）の１口当たり分配金（税引前）はそれぞれ下表のとおりで

す。なお、下表の「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」は、当該分配落日における１口当た

り分配金額と比較する目的で、便宜上算出しているものです。 

 

＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

（金額：米ドル） 

分配落日 １口当たり 

純資産価格
（注１）

 
１口当たり分配金額 

(対１口当たり純資産価格比率
（注２）

) 

分配金を含む 

１口当たり純資産価格

の変動額
（注３）

 

2023年８月21日 6.84 
0.08 

（1.16％） 
－0.43 

2023年９月20日 7.09 
0.08 

（1.12％） 
0.33 

2023年10月20日 6.53 
0.08 

（1.21％） 
－0.48 

2023年11月20日 7.00 
0.08 

（1.13％） 
0.55 

2023年12月20日 7.35 
0.08 

（1.08％） 
0.43 

2024年１月22日 7.09 
0.08 

（1.12％） 
－0.18 

2024年２月20日 7.09 
0.08 

（1.12％） 
0.08 

2024年３月21日 7.18 
0.08 

（1.10％） 
0.17 

2024年４月22日 6.71 
0.08 

（1.18％） 
－0.39 

2024年５月21日 6.89 
0.08 

（1.15％） 
0.26 

2024年６月20日 6.42 
0.08 

（1.23％） 
－0.39 

（注１）当該分配落日が評価日でない場合には、当該分配落日の直後の評価日における１口当たり純資産価格とします。下記（注２）

から（注４）を含め、以下本「分配金について」において同様とします。 

（注２）「対１口当たり純資産価格比率」とは、以下の計算式により算出される値であり、サブ・ファンドの収益率とは異なる点にご

留意ください。 

対１口当たり純資産価格比率（％）＝100×ａ／ｂ 

ａ＝当該分配落日における１口当たり分配金額 

ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 

以下同じです。 

（注３）「分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額」とは、以下の計算式により算出されます。 

分配金を含む１口当たり純資産価格の変動額＝ｂ－ｃ 

ｂ＝当該分配落日における１口当たり純資産価格＋当該分配落日における１口当たり分配金額 

ｃ＝当該分配落日の直前の分配落日における１口当たり純資産価格 

以下同じです。 

（注４）2023年８月21日の直前の分配落日（2023年７月20日）における１口当たり純資産価格は、7.35米ドルでした。 
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＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

（金額：豪ドル） 

分配落日 １口当たり 

純資産価格 
１口当たり分配金額 

(対１口当たり純資産価格比率) 

分配金を含む 

１口当たり純資産価格

の変動額 

2023年８月21日 9.68 
0.11 

（1.12％） 
－0.03 

2023年９月20日 9.89 
0.11 

（1.10％） 
0.32 

2023年10月20日 9.37 
0.11 

（1.16％） 
－0.41 

2023年11月20日 9.67 
0.11 

（1.12％） 
0.41 

2023年12月20日 9.77 
0.11 

（1.11％） 
0.21 

2024年１月22日 9.68 
0.11 

（1.12％） 
0.02 

2024年２月20日 9.70 
0.11 

（1.12％） 
0.13 

2024年３月21日 9.79 
0.11 

（1.11％） 
0.20 

2024年４月22日 9.33 
0.11 

（1.17％） 
－0.35 

2024年５月21日 9.25 
0.11 

（1.18％） 
0.03 

2024年６月20日 8.59 
0.11 

（1.26％） 
－0.55 

（注）2023年８月21日の直前の分配落日（2023年７月20日）における１口当たり純資産価格は、9.82豪ドルでした。 

 



－  － 

 

 

11

■投資環境について 
【債券市況】 

・エマージング債券市況の代表的な指数であるＪＰモルガンＥＭＢＩグローバル・ダイバーシファイ

ド（米ドルベース）は、前期末に比べ7.18％の上昇となりました。 

・期の初め、米金利上昇と米ドル高を背景にエマージング債券市場に売り圧力がかかったことや、中

東情勢の緊迫化を背景としたリスク回避姿勢の強まりなどから、スプレッドは拡大しました。期の

半ば、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期利下げ観測の高まりや、ハイテク企業を中心とす

る良好な決算を背景に株式市場が上昇したことなどを受けてリスク選好姿勢が強まり、スプレッド

は縮小しました。その後、米景気の底堅さを示す指標の発表が相次ぐなか、ＦＲＢの利下げ開始時

期が後ろ倒しされるとの見方などからスプレッドが拡大に転じたものの、期間を通じてみるとスプ

レッドは縮小しました。 

・期間を通じてみると、米国の金利上昇はマイナス要因となったものの、債券利子収入の獲得やスプ

レッドの縮小がプラス要因となり、エマージング債券市況は上昇しました。 

 

【為替市況】 

（ブラジルレアル） 

・期中、ブラジル中央銀行が継続的に利下げを行ったことなどがマイナス要因となり、ブラジルレア

ルは対米ドルで下落しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

（ブラジルレアル） 

・ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移したため、これら２通貨間の短

期金利差は為替取引によるプレミアムとなりました。なお、ブラジルレアルの短期金利は低下した

一方、米ドルの短期金利が上昇したことから、米ドルとブラジルレアルの短期金利差は前期末より

縮小しました。 
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■ポートフォリオについて 

＜各ポートフォリオ＞ 

・各ポートフォリオは、各フィーダー・ファンドへの投資を通じて、主として米ドル建ての新興国債

券に実質的な投資を行いました。また、一部のポートフォリオでは、各フィーダー・ファンドへの

投資を通じて為替取引を行いました。 

上記の結果、以下のとおりとなりました。 

➢米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオの課税前分配金再投資換算１口当たり純資産

価格は、前期末に比べ下落しました。 

➢豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオの課税前分配金再投資換算１口当たり純資産

価格は、前期末に比べ下落しました。 

 

＜フィーダー・ファンド＞ 

・各フィーダー・ファンドは主としてマスター・ファンドへ投資を行いました。 

 

【為替戦略】 

（米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオの投資するフィーダー・ファンド） 

米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行った結果、米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポー

トフォリオの１口当たり純資産価格はブラジルレアルの米ドルに対する為替相場の影響を受けました。

ブラジルレアルは米ドルに対して、前期末に比べ14.36％下落し、１口当たり純資産価格にマイナス

に影響しました。 

（豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオの投資するフィーダー・ファンド） 

米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行った結果、豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポー

トフォリオの１口当たり純資産価格はブラジルレアルの豪ドルに対する為替相場の影響を受けました。

ブラジルレアルは豪ドルに対して、前期末に比べ13.59％下落し、１口当たり純資産価格にマイナス

に影響しました。 

 

【為替取引によるプレミアム／コスト】 

・米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ、豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポート

フォリオの投資する各フィーダー・ファンドでは、米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引を

行いました。ブラジルレアルの短期金利は米ドルの短期金利に対して高位で推移したため、これら

２通貨間の短期金利差は為替取引によるプレミアムとなりました。 

 

＜マスター・ファンド＞ 

・ＩＭＦ（国際通貨基金）による支援などが期待されるコートジボワール等を積極方針としました。 

・一方、米国との貿易摩擦等が意識される中国等を消極姿勢としました。 
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■投資の対象とする有価証券の主な銘柄 

 2024年６月30日現在、有価証券等の組入れはありません。 

 

■今後の運用方針 

 サブ・ファンドは、2024年６月30日に償還いたしました。 
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(2）費用の明細 

 

項目 項目の概要 

管理報酬 
（副管理報酬を含みま
す。）、 
保管報酬および 
管理事務代行報酬 

サブ・ファンドの純資産総額の年率
0.15％ 

管理報酬、保管報酬、管理事務代行報酬は、信託
証書に定める管理会社、保管会社、管理事務代行
会社としての業務の対価として、管理会社、保管
会社、管理事務代行会社に支払われます。 

受託報酬 

サブ・ファンドの純資産総額の年率
0.01％ 
（各サブ・ファンド毎に10,000米ドル
を下回らないものとします。） 

受託報酬は、信託証書に定める受託会社としての
受託業務の対価として、受託会社に支払われま
す。 

投資運用報酬 
（副投資運用報酬を含み
ます。） 

サブ・ファンドの純資産総額の年率
0.93％ 
（このうちサブ・ファンドの純資産総
額の年率0.59％が副投資運用報酬とし
て副投資運用会社に支払われます。） 

投資運用報酬は、関連するサブ・ファンドのポー
トフォリオの投資運用、資産の投資および再投資
の管理業務等の対価として、投資運用会社に支払
われます。 
副投資運用報酬は、投資運用会社に提供する投資
運用業務の対価として、副投資運用会社に支払わ
れます。 

販売報酬 
サブ・ファンドの純資産総額の年率
0.5％ 

販売会社報酬は、投資者からの申込または買戻請
求を管理会社に取り次ぐ等の業務の対価として販
売会社に支払われます。 

代行協会員報酬 
サブ・ファンドの純資産総額の年率
0.05％ 

代行協会員報酬は、ファンド証券の純資産価格の
公表を行い、また、目論見書および運用報告書等
を販売会社へ送付する等の業務の対価として代行
協会員に支払われます。 

その他の費用（当期） 
米ドル（ブラジルレアル・
ヘッジ）ポートフォリオ 

1.81％ 
支払利息、仲介手数料・仲介報酬、斡旋手数料お
よびその他の類似の費用、ならびに特定の投資対
象に関するデューディリジェンス、その他の専門
家報酬およびコンサルティング料を含む投資費
用、その他の運営費用（仲介手数料、弁護士報
酬、監査報酬、清算費用等） 

 
豪ドル（ブラジルレアル・
ヘッジ）ポートフォリオ 

3.86％ 

（注）各報酬については、目論見書に定められている料率および金額を記しています。「その他の費用（当期）」には、運用状況等に

より変動するものや実費となるものが含まれます。便宜上、当期のその他の費用の金額をサブ・ファンドの当期末（最終評価

日）の純資産総額で除して100を乗じた比率を表示していますが、実際の比率とは異なります。 
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Ⅲ．直近10期の運用実績 
 

(1）純資産の推移 
 下記各会計年度末および第15会計年度中の各月末の純資産の推移は、以下のとおりです。 

＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 米ドル 千円 米ドル 円 

第６会計年度末 
（2015年７月末日） 

61,338,388.72 9,246,149 30.19 4,551 

第７会計年度末 
（2016年７月末日） 

43,376,871.61 6,538,630 29.73 4,482 

第８会計年度末 
（2017年７月末日） 

39,594,979.02 5,968,547 29.88 4,504 

第９会計年度末 
（2018年７月末日） 

25,447,950.86 3,836,024 21.57 3,251 

第10会計年度末 
（2019年７月末日） 

22,540,304.04 3,397,725 18.67 2,814 

第11会計年度末 
（2020年７月末日） 

11,453,169.96 1,726,451 10.04 1,513 

第12会計年度末 
（2021年７月末日） 

9,240,185.82 1,392,866 9.12 1,375 

第13会計年度末 
（2022年７月末日） 

6,022,044.44 907,763 6.96 1,049 

第14会計年度末 
（2023年７月末日） 

5,981,913.23 901,714 7.47 1,126 

第15会計年度末 
（2024年６月28日） 

4,548,386.47 685,624 6.40 965 

2023年８月末日 5,618,279.01 846,899 7.06 1,064 

９月末日 5,335,102.45 804,213 6.74 1,016 

10月末日 5,226,182.68 787,795 6.62 998 

11月末日 5,514,499.16 831,256 7.06 1,064 

12月末日 5,706,505.56 860,199 7.47 1,126 

2024年１月末日 5,468,473.17 824,318 7.18 1,082 

２月末日 5,380,724.70 811,090 7.14 1,076 

３月末日 5,366,732.98 808,981 7.21 1,087 

４月末日 4,974,658.60 749,880 6.70 1,010 

５月末日 4,781,151.51 720,711 6.66 1,004 

６月28日 4,548,386.47 685,624 6.40 965 

６月30日 
（償還日） 

0.00 0 0.00 0 

（注１）上記に記載された各月末日の数値は、評価および買戻目的のため計算されたものです。そのため、各会計年度

末の純資産総額および１口当たり純資産価格は、財務書類中の数値とは一致しないことがあります。 

（注２）別途定める場合を除き、米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2024年11月29日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の

対顧客電信売買相場の仲値である、１米ドル＝150.74円および１豪ドル＝98.04円によります。以下同じです。 
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＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

 純資産総額 １口当たり純資産価格 

 豪ドル 千円 豪ドル 円 

第６会計年度末 
（2015年７月末日） 

18,994,056.19 1,862,177 40.76 3,996 

第７会計年度末 
（2016年７月末日） 

13,752,168.86 1,348,263 39.41 3,864 

第８会計年度末 
（2017年７月末日） 

11,477,706.76 1,125,274 37.37 3,664 

第９会計年度末 
（2018年７月末日） 

8,246,268.18 808,464 28.50 2,794 

第10会計年度末 
(2019年７月末日) 

7,986,846.18 783,030 26.39 2,587 

第11会計年度末 
（2020年７月末日） 

3,679,880.49 360,775 13.76 1,349 

第12会計年度末 
（2021年７月末日） 

2,611,565.72 256,038 11.84 1,161 

第13会計年度末 
（2022年７月末日） 

1,701,282.92 166,794 9.13 895 

第14会計年度末 
（2023年７月末日） 

1,753,166.42 171,880 10.04 984 

第15会計年度末 
（2024年６月28日） 

1,309,738.82 128,407 8.49 832 

2023年８月末日 1,650,959.90 161,860 9.86 967 

９月末日 1,548,331.49 151,798 9.44 925 

10月末日 1,532,584.28 150,255 9.39 921 

11月末日 1,561,665.50 153,106 9.60 941 

12月末日 1,579,737.33 154,877 9.79 960 

2024年１月末日 1,577,840.75 154,692 9.80 961 

２月末日 1,565,600.26 153,491 9.83 964 

３月末日 1,572,217.74 154,140 9.90 971 

４月末日 1,443,079.07 141,479 9.23 905 

５月末日 1,393,391.53 136,608 8.95 877 

６月28日 1,309,738.82 128,407 8.49 832 

６月30日 
（償還日） 

0.00 0 0.00 0 
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(2）分配の推移 
 下記会計年度中の期間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりです。 

＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

計算期間 
１口当たり分配金 

米ドル 円 

第６会計年度 
（2014年８月１日～2015年７月31日） 

15.00 2,261 

第７会計年度 
（2015年８月１日～2016年７月31日） 

6.00 904 

第８会計年度 
（2016年８月１日～2017年７月31日） 

4.80 724 

第９会計年度 
（2017年８月１日～2018年７月31日） 

4.80 724 

第10会計年度 
（2018年８月１日～2019年７月31日） 

4.80 724 

第11会計年度 
（2019年８月１日～2020年７月31日） 

4.00 603 

第12会計年度 
（2020年８月１日～2021年７月31日） 

1.40 211 

第13会計年度 
（2021年８月１日～2022年７月31日） 

1.02 154 

第14会計年度 
（2022年８月１日～2023年７月31日） 

0.96 145 

第15会計年度 
（2023年８月１日～2024年６月30日） 

0.88 133 
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＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

計算期間 
１口当たり分配金 

豪ドル 円 

第６会計年度 
（2014年８月１日～2015年７月31日） 

13.45 1,319 

第７会計年度 
（2015年８月１日～2016年７月31日） 

7.60 745 

第８会計年度 
（2016年８月１日～2017年７月31日） 

6.60 647 

第９会計年度 
（2017年８月１日～2018年７月31日） 

6.60 647 

第10会計年度 
（2018年８月１日～2019年７月31日） 

6.60 647 

第11会計年度 
（2019年８月１日～2020年７月31日） 

5.52 541 

第12会計年度 
（2020年８月１日～2021年７月31日） 

1.96 192 

第13会計年度 
（2021年８月１日～2022年７月31日） 

1.41 138 

第14会計年度 
（2022年８月１日～2023年７月31日） 

1.32 129 

第15会計年度 
（2023年８月１日～2024年６月30日） 

1.21 119 
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(3）販売及び買戻しの実績 
 下記会計年度における販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口数は、

以下のとおりです。 

＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数 

第６会計年度 
432,142 
(432,142)

989,656 
(989,656)

2,031,438 
(2,031,438)

第７会計年度 
92,983 
(92,983)

665,593 
(665,593)

1,458,828 
(1,458,828)

第８会計年度 
98,840 
(98,840)

232,437 
(232,437)

1,325,231 
(1,325,231)

第９会計年度 
171,419 
(171,419)

316,920 
(316,920)

1,179,730 
(1,179,730)

第10会計年度 
136,309 
(136,309)

109,004 
(109,004)

1,207,035 
(1,207,035)

第11会計年度 
50,334 
(50,334)

117,150 
(117,150)

1,140,219 
(1,140,219)

第12会計年度 
1,554 
(1,554)

128,747 
(128,747)

1,013,026 
(1,013,026)

第13会計年度 
500 
(500)

148,438 
(148,438)

865,088 
(865,088)

第14会計年度 
0 
(0)

64,284 
(64,284)

800,804 
(800,804)

第15会計年度 
0 
(0)

89,650 
(89,650)

711,154 
(711,154)
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＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数 

第６会計年度 
28,034 
(28,034)

499,522 
(499,522)

466,035 
(466,035)

第７会計年度 
17,928 
(17,928)

135,042 
(135,042)

348,921 
(348,921)

第８会計年度 
4,895 
(4,895)

46,689 
(46,689)

307,127 
(307,127)

第９会計年度 
18,560 
(18,560)

36,361 
(36,361)

289,326 
(289,326)

第10会計年度 
36,659 
(36,659)

23,317 
(23,317)

302,668 
(302,668)

第11会計年度 
4,402 
(4,402)

39,637 
(39,637)

267,433 
(267,433)

第12会計年度 
2,758 
(2,758)

49,640 
(49,640)

220,551 
(220,551)

第13会計年度 
200 
(200)

34,418 
(34,418)

186,333 
(186,333)

第14会計年度 
100 
(100)

11,796 
(11,796)

174,637 
(174,637)

第15会計年度 
100 
(100)

20,506 
(20,506)

154,231 
(154,231)

（注）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。 
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Ⅳ．ファンドの経理状況 
 

ａ．ファンドの2023年８月１日から2024年６月30日（償還日）までの期間の日本文の財務書類は、

米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳

したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは、「特定有価証券の内容等の開示に関

する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第５

項ただし書の規定の適用によるものである。 

 

ｂ．ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１

条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるプライスウォーターハウスクーパース 

ケイマン諸島から監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当する

と認められる証明に係る監査報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付され

ている。 

 

ｃ．ファンドの原文の財務書類は米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文の財務書類には、

主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱ＵＦＪ銀行

の2024年11月29日現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝150.74円、１豪ドル＝

98.04円）で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい

る。日本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。 

 



－  － 

 

 

22

（訳文） 

独立監査人の監査報告書 

 
米ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポートフォリオ、南アフリカランド・

ポートフォリオ、米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ、豪ドル（ブラジルレアル・ヘッ

ジ）ポートフォリオ（エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションの各サブ・ファン

ド）の受託会社としてのＣＩＢＣ カリビアン・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）

リミテッド御中 

 
監査意見 
 
 我々の意見では、当財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して、米
ドル・ポートフォリオ、ユーロ・ポートフォリオ、豪ドル・ポートフォリオ、南アフリカランド・ポー
トフォリオ、米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ、豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）
ポートフォリオの2024年６月30日現在の財務状態、ならびに2023年８月１日から2024年６月30日までの
期間の運用実績および純資産の変動をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 
我々が行った監査 
 
 各サブ・ファンドの財務書類は、以下により構成される。 

・2024年６月30日現在の資産負債計算書 
・2023年８月１日から2024年６月30日までの期間の損益計算書 
・2023年８月１日から2024年６月30日までの期間の純資産変動計算書 
・重要な会計方針およびその他の補足情報を含む財務書類に対する注記 

 
意見の根拠 
 
 我々は、国際監査基準（以下「ＩＳＡｓ」という。）に準拠して監査を行った。当該基準の下での
我々の責任については、「財務書類の監査に関する監査人の責任」の項において詳述されている。 
 
 我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を得るのに十分かつ適切であると判断
している。 
 
独立性 
 
 我々は国際会計士倫理基準審議会により発行される職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基
準を含む。）（以下「ＩＥＳＢＡ規程」という。）に従ってサブ・ファンドから独立した立場にある。
我々はＩＥＳＢＡ規程に従って他の倫理的な義務も果たしている。 
 
その他の情報 
 
 経営陣は、管理会社の報告書および未監査の別紙を構成するその他の情報（財務書類およびそれに対
する我々の監査報告書は含まれない。）に関して責任を負う。 
 
 財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対して
いかなる形式の結論の保証も表明しない。 
 
 財務書類の監査に関する我々の責任は、上記のその他の情報を精読し、当該情報が、財務書類もしく
は我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、または重要な虚偽表示があると思われるかに
ついて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該情報に重要な虚偽表示があるという結
論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に報告すべき事項はな
い。 
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財務書類に対する経営陣の責任 
 

 経営陣は、米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して当財務書類の作成および適

正表示、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚偽表示がない財務書類を作

成するために必要であると経営陣が決定する内部統制に関して責任を負う。 

 

 財務書類の作成において、経営陣は、当財務書類の「公表日」または「公表が可能になった日 

(available to be issued)」から１年以内に特定のサブ・ファンドが継続企業として存続する能力に相

当な疑義を生じさせると総合的にみなされる状況および事象が存在するかどうかを評価し、清算ベース

会計が特定のサブ・ファンドにより使用されている場合を除き、該当する場合には、本評価に関する事

象を開示する責任を負う。 

 

財務書類の監査に関する監査人の責任 
 

 我々の目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表

示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することであ

る。合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、ＩＳＡｓに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表

示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示は不正または誤謬により生じることがあり、

単独でまたは全体として、当該財務書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的

に予想される場合に、重要とみなされる。 

 

 ＩＳＡｓに準拠した監査の一環として、監査中、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保ってい

る。また、以下も実行する。 

・不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および

評価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎と

して十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不

正表示または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃

すリスクはより高い。 

・サブ・ファンドの内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手

続を策定するために、監査に関する内部統制についての知識を得る。 

・使用される会計方針の適切性ならびに経営陣が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性

を評価する。 

・経営陣が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、特定の

サブ・ファンドが継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または

状況に関連する重要な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論

に達した場合、我々は、当報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、

当該開示が不十分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、当報告書の日

付までに入手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、特定のサブ・ファンドが

継続企業として存続しなくなる原因となることがある。 

・開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、適正表示を実

現する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。 

 

 我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した

内部統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。 

 

その他の事項－本報告書の利用 
 

 監査意見を含む当報告書は、受託会社のためのみに監査契約書の条項に従い作成されたものであり、

他の目的はない。我々は、当意見を述べるにあたり、その他の目的に対して、または、我々の事前の書

面による明確な同意なしに当報告書が提示される、または当報告書を入手するその他の者に対して責任

を負わない。 
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プライスウォーターハウスクーパース 

ケイマン諸島 

2024年11月15日 

 

 
（注）エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション（以下「ファンド」という。）は各サブ・ファン

ドによって構成されているため、上記の独立監査人の監査報告書は各サブ・ファンドの財務書類を監査対象とし

ている。 
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財務諸表 

（１）貸借対照表 

エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ 

米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ 

資産負債計算書 

2024年６月30日現在 

 

 米ドル 千円 

資産   

現金および現金同等物 4,651,345.22 701,144  

未収利息 5,399.32 814  

資産合計 4,656,744.54 701,958  

   

負債   

受益証券買戻未払金 4,572,578.47 689,270  

未払債務 84,166.07 12,687  

負債合計 4,656,744.54 701,958  

   

純資産 －  － 

 

 添付の注記は、これらの財務書類の一部である。 
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ 

米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ 

損益計算書 

2023年８月１日から2024年６月30日までの期間 

 

 米ドル 千円 

投資収益   

受取利息 7,696.96  1,160  

 7,696.96  1,160  

   

費用   

販売報酬 (26,324.12) (3,968)

投資運用報酬および副投資運用報酬 (45,730.25) (6,893)

清算費用 (15,361.94) (2,316)

管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬 (6,955.14) (1,048)

専門家報酬 (50,809.60) (7,659)

登録事務代行報酬および費用 (16,010.20) (2,413)

副管理報酬 (4,203.82) (634)

受託報酬 (9,136.64) (1,377)

代行協会員報酬 (2,458.61) (371)

 (176,990.32) (26,680)

投資純利益 (169,293.36) (25,519)

   

投資および為替取引に係る実現および未実現利益／（損失）   

投資に係る実現純利益 4,121,733.56  621,310  

為替取引に係る実現純利益 158.09  24  

投資に係る未実現損失の純変動額 (4,085,876.46) (615,905)

     

投資および為替取引に係る実現および未実現純利益 36,015.19  5,429  

     

運用による純資産の減少額 (133,278.17) (20,090)

 

 添付の注記は、これらの財務書類の一部である。 
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ 

米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ 

純資産変動計算書 

2023年８月１日から2024年６月30日までの期間 

 

 米ドル 千円 

期首純資産 5,981,913.23  901,714  

     

運用による純資産の増加／（減少）     

投資純利益 (169,293.36) (25,519)

投資に係る実現純利益 4,121,733.56  621,310  

為替取引に係る実現純利益 158.09  24  

投資に係る未実現損失の純変動額 (4,085,876.46) (615,905)

   

運用による純資産の純減少額 (133,278.17) (20,090)

     

資本取引     

受益証券買戻（800,804口） (5,176,934.18) (780,371)

分配金 (671,700.88) (101,252)

     

資本取引による純資産の減少額 (5,848,635.06) (881,623)

   

期末純資産 －  － 

 

 添付の注記は、これらの財務書類の一部である。 
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ 

豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ 

資産負債計算書 

2024年６月30日現在 

 

 豪ドル 千円 

資産   

現金および現金同等物 1,360,326.46  133,366  

未収利息 1,310.34  128  

資産合計 1,361,636.80  133,495  

   

負債   

買戻未払金 1,309,738.82  128,407  

未払債務 51,897.98  5,088  

負債合計 1,361,636.80  133,495  

   

純資産 －  － 

 

 添付の注記は、これらの財務書類の一部である。 
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ 

豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ 

損益計算書 

2023年８月１日から2024年６月30日までの期間 

 

 豪ドル 千円 

投資収益   

受取利息 1,864.71  183  

 1,864.71  183  

   

費用   

販売報酬 (7,654.09) (750)

支払利息 (0.03) (0)

投資運用報酬および副投資運用報酬 (13,286.26) (1,303)

清算費用 (23,120.08) (2,267)

管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬 (2,606.99) (256)

専門家報酬 (19,397.22) (1,902)

登録事務代行報酬および費用 (8,031.30) (787)

副管理報酬 (4,906.61) (481)

受託報酬 (13,970.52) (1,370)

代行協会員報酬 (714.35) (70)

 (93,687.45) (9,185)

投資純利益 (91,822.74) (9,002)

   

投資および為替取引に係る実現および未実現利益／（損失）   

投資に係る実現純利益 1,798,016.95  176,278  

為替取引に係る実現純利益 28.77  3 

投資に係る未実現損失の純変動額 (1,756,829.94) (172,240)

     

投資および為替取引に係る実現および未実現純損失 41,215.78  4,041  

     

運用による純資産の減少額 (50,606.96) (4,962)

 

 添付の注記は、これらの財務書類の一部である。 
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション－ 

豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ 

純資産変動計算書 

2023年８月１日から2024年６月30日までの期間 

 

 豪ドル 千円 

期首純資産 1,753,166.42  171,880  

     

運用による純資産の増加／（減少）     

投資純利益 (91,822.74) (9,002)

投資に係る実現純利益 1,798,016.95  176,278  

為替取引に係る実現純利益 28.77  3 

投資に係る未実現損失の純変動額 (1,756,829.94) (172,240)

   

運用による純資産の純減少額 (50,606.96) (4,962)

     

資本取引     

受益証券販売（100口） 982.00  96  

受益証券買戻（174,737口） (1,509,103.70) (147,953)

分配金 (194,437.76) (19,063)

     

資本取引による純資産の減少額 (1,702,559.46) (166,919)

   

期末純資産 －  － 

 

 添付の注記は、これらの財務書類の一部である。 
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エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション 

財務書類に対する注記 

2024年６月30日現在 

 

注記１ 組織 

 

 本報告書中で表示されている各ポートフォリオ（以下、個々を「サブ・ファンド」、総称して「サ

ブ・ファンズ」という。）は、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂）に基づき規制さ

れた投資ファンドであるエマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションのサブ・ファ

ンドである。エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクションは、受託者であるＣＩＢ

Ｃ カリビアン・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッド（以下「受託会

社」という。）とルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.（以下「管理会社」とい

う。）の間で締結された2009年４月28日付の信託証書により設立された免除投資信託である。 

 

 本報告書中に表示されているサブ・ファンズは、以下の通りである。 

 

－ 米ドル・ポートフォリオ、米ドル建 

－ ユーロ・ポートフォリオ、ユーロ建 

－ 豪ドル・ポートフォリオ、豪ドル建 

－ 南アフリカランド・ポートフォリオ、南アフリカランド建 

－ 米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ、米ドル建 

－ 豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ、豪ドル建 

 

 各サブ・ファンドの投資目的は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド（Ｍ）（以下

「マスター・ファンド」という。）の特定のフィーダー・ファンドへの投資を通じて、新興証券市場

を有する国と経済的な結びつきのある発行体の確定利付金融商品またはかかる証券のデリバティブに

投資することにより、最大限のトータル・リターンを追求することにある。かかる長期的成長を目指

す投資目的が実現する保証はない。各サブ・ファンドは、以下のフィーダー・ファンド（以下、個々

を「フィーダー・ファンド」、総称して「フィーダー・ファンズ」という。）のみに投資する。 

 

－ 米ドル・ポートフォリオ－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＡ－クラスＦ（米ド

ル） 

－ ユーロ・ポートフォリオ－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＡ－クラスＦ（ユー

ロ） 

－ 豪ドル・ポートフォリオ－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢ－クラスＦ（豪ド

ル） 

－ 南アフリカランド・ポートフォリオ－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢ－クラ

スＦ（南アフリカランド） 

－ 米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ－ピムコ ケイマン エマージング ボンド 

ファンドＢ－クラスＤ（ブラジルレアル） 

－ 豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ－ピムコ ケイマン エマージング ボンド 

ファンドＢ－クラスＡ（ブラジルレアル） 

 

 各フィーダー・ファンドは実質的にすべての資産をマスター・ファンドに投資した。マスター・
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ファンドの詳細については注記３を参照のこと。 

 

 管理会社は、サブ・ファンズの受託会社との協議により、サブ・ファンズの終了日を2019年６月30

日から2024年６月30日へ変更することにより各サブ・ファンズの存続期間を５年延長することを決定

した。 

 

2024年５月15日付の受託会社および管理会社の共同書面決議に従って、2024年６月28日にサブ・ファ

ンドの受益者が保有する各サブ・ファンドの受益証券の全てが買戻され、買戻代金は2024年６月28日

に計算された最終純資産価額に基づいて受益者に支払われることが決定された（以下「本償還」とい

う。）。 

 

受託会社および管理会社は、サブ・ファンドおよびファンドの投資運用会社と協議のうえ、本償還後

にファンドを継続することは現実的でなく、望ましくないと判断した。したがって、本償還を条件と

して、サブ・ファンドおよびファンドは2024年６月28日に取引を停止し、それぞれ2024年６月30日に

終了することが決定された。 

 

注記２ 重要な会計方針の要約 

 

 本財務書類は米国で一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して作成されている。当該会計原

則は、経営者が決算日現在の資産および負債の報告額ならびに報告期間における収益および費用の報

告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求している。実際の結果は、財務書類に含まれ

る見積りと異なる場合がある。サブ・ファンズは投資会社であるため、会計基準アップデート第

2013-08号「金融業務－投資会社（トピック946）：適用範囲、測定および開示規定の改訂」の指針を

適用した。サブ・ファンズの重要な会計方針の要約は以下のとおりである。 

 

現金および現金同等物 

 

 現金および現金同等物は、当座預金勘定およびコール預金勘定からなる。 

 

投資の評価 

 

 サブ・ファンズは、会計基準アップデート第2015-07号「公正価値測定（トピック820）：１株当た

り純資産価値（またはそれに準ずるもの）を算定する特定の企業への投資に関する開示」を適用して

いる。したがって、サブ・ファンズのアンダーライング・ファンドへの投資の公正価値は、実務的簡

便法を使用して１株／１口当たり純資産価格で測定される。サブ・ファンズが通常業務においてアン

ダーライング・ファンドへの投資を買戻可能である場合、かかる投資は、通常、これらのアンダーラ

イング・ファンドの管理事務代行会社または管理会社によって提供された純資産の評価額で評価され

る。ただし、管理会社がかかる評価額は最も適切な公正価値の指標ではないと判断した場合は除く。

サブ・ファンズがアンダーライング・ファンドへの投資を買戻不能である場合の投資も、これらの投

資事業体の管理事務代行会社または管理会社によって提供された純資産の評価額で評価されるが、こ

れは、アンダーライング・ファンドが投資会社に適用される会計上の測定原則に従ってその純資産評

価額を計算している場合に限る。そうでない場合、サブ・ファンズのアンダーライング・ファンドへ

の投資は、通常、適切に算定されたアンダーライング・ファンドの調整後の純資産価額に基づく公正

価値で評価される。サブ・ファンズは、かかる帳簿価額は公正価値の最善の見積りだと考えているが、
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かかる評価額は、市場が存在した場合に使用する評価額と大きく異なる可能性があり、その差額は重

大なものとなりうる。 

 

投資取引および関連する投資収益 

 

 投資取引は、取引日基準で会計処理され、ファンド・オブ・ファンズの会計処理および開示のガイ

ダンスに従って表示される。利息は発生時に計上される。私募投資ファンドによる実現損益は先入先

出法を用いて算定され、損益計算書に反映される。投資および為替取引に係る未実現利益／（損失）

の変動額は、損益計算書に認識される。受取配当金は配当落ち日に認識される。 

 

 アンダーライング・ファンドの累積利益剰余金から受け取った分配金は、受取配当金として計上さ

れ、アンダーライング・ファンドの留保利益を超過した分配金は、資本の払戻しおよび投資取得原価

の減額として計上される。 

 

為替取引 

 

 外貨建資産および負債は、決算日現在の実勢為替レートで換算される。外貨建取引は、取引日の実

勢為替レートで換算される。為替差損益は損益計算書に含まれる。 

 

 サブ・ファンズは、アンダーライング・ファンドの為替レートの変動による損益部分を、投資の市

場価格の変動による損益と区分していない。かかる変動額は、損益計算書の投資に係る実現および未

実現純損益に含まれる。 

 

費用 

 

 費用は発生時に計上される。 

 

税金 

 

 ケイマン諸島の法律に基づき、サブ・ファンズに課されている所得税、源泉徴収税、またはキャピ

タル・ゲイン税はない。通常、サブ・ファンズは他のいずれの管轄地においても、課税対象とならな

いように実務を行う意向である。 

 

 サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づく免除投資信託である。他の管轄地においては、サ

ブ・ファンズが受け取った配当金および利息からさまざまな料率の外国税が源泉徴収される場合があ

る。税務ポジションの不確実性の会計処理および開示に係る公式ガイダンス（財務会計基準審議会－

会計基準成文化740）は、サブ・ファンズの税務ポジションが、そのテクニカル・メリットに基づい

て、関連する不服申立てや訴訟手続の解決を含む税務調査で正当性を支持される可能性が50％超であ

るかどうかを判断するよう、経営者に要求している。50％超の基準を満たしている税務ポジションに

ついて、財務書類に認識される税額は、関連する税務当局との最終的な和解で実現する可能性が50％

を超える税務上の利益の最高額を差し引いた金額である。受託会社はこの公式ガイダンスによって財

務書類が受ける影響はないと判断した。 

 

投資売却未収金および投資購入未払金 
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 投資売却未収金は、2024年６月30日までに計上されたアンダーライング・ファンドからの償還金の

うち現金を未だ受領していないもの、ならびにアンダーライング・ファンドの年次監査が完了するま

で現金が留保される償還に係るホールドバック額を表す。投資購入未払金は、2024年６月30日までに

計上されたアンダーライング・ファンドへの申込金のうち現金を未だ支払っていないものを表す。 

 

受益証券販売未収金 

 

 受益証券販売未収金は、2024年６月30日までに処理済みであるが現金を未だ受領していない受益証

券販売に関する受益者からの未収金を表す。 

 

受益証券買戻未払金 

 

 買戻金は、参照通貨の場合も、受益証券の場合も、買戻通知に必要となる各参照通貨および受益証

券の金額が確定した時点で負債として認識される。結果として、買戻金は、期末時より後に支払われ

るが、期末時の純資産価額に基づいており、受益証券買戻未払金として反映される。 

 

注記３ アンダーライング・ファンドへの投資 

 

 サブ・ファンズの当期間における投資ポートフォリオは、上記の注記２に記載されている方針に

従って公正価値評価されている、フィーダー・ファンズへの投資を表している。フィーダー・ファン

ズの受益証券は一般に取引されていないため、これらの投資を清算するサブ・ファンズの能力は、

フィーダー・ファンズの目論見書において定められている買戻条項およびサブ・ファンズが締結した

関連する募集契約の制約を受けた。サブ・ファンズはフィーダー・ファンズから日次ベースで買戻を

行うことができた。また、サブ・ファンズは、フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドに投

資している他の投資家の動向によって重要な影響を受けた可能性がある。 

 

 当期間中、各サブ・ファンドはフィーダー・ファンズのみに投資していた。フィーダー・ファンズ

は実質的にすべての資産をマスター・ファンドに投資している。 

 

2024年６月30日現在、サブ・ファンドが保有する投資はなかった。 

 

 フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドの該当する投資目的および戦略、清算条件ならび

にその他の投資条件は以下のとおりである。 

 

概要および主な事業活動： 

 マスター・ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂）に基づき登録された

投資ファンドであるピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドである。ピムコ・ケイマン・トラ

ストは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されたユニット・トラストである。ケイマン諸島におい

て設立された有限責任の免税会社であるメイプルズ・エフエス・ピーシーティー・リミテッドが受託

会社であり、パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー（以下

「ＰＩＭＣＯ」という。）が投資顧問会社である。 

 

投資目的および戦略－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＡ－クラスＦ（米ドル）： 

 フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターン
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を追求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサ

ブ・ファンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、

その他の発行体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の

運用を目的として一時的に流動性のある証券、買戻契約（レポ）または他の金融商品に投資すること

ができる。フィーダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任さ

れているＰＩＭＣＯは、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファ

ンドが通貨エクスポージャーをヘッジすることはない。 

 

投資目的および戦略－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＡ－クラスＦ（ユーロ）： 

 フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターン

を追求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサ

ブ・ファンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、

その他の発行体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の

運用を目的として一時的に流動性のある証券、買戻契約（レポ）または他の金融商品に投資すること

ができる。フィーダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任さ

れているＰＩＭＣＯは、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファ

ンドは、損失のリスクを軽減するために対米ドルのユーロの変動に対する通貨エクスポージャーを

ヘッジすることができる。フィーダー・ファンドは通常、95％から105％の間でユーロのエクスポー

ジャーをヘッジすることを目指す。受益証券が常にヘッジされる、またはＰＩＭＣＯがヘッジの活用

に成功する保証はない。 

 

投資目的および戦略－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢ－クラスＦ（豪ドル）： 

 フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターン

を追求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサ

ブ・ファンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、

その他の発行体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の

運用を目的として一時的に流動性のある証券、買戻契約（レポ）または他の金融商品に投資すること

ができる。フィーダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任さ

れているＰＩＭＣＯは、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファ

ンドは、損失のリスクを軽減するために対米ドルの豪ドルの変動に対する通貨エクスポージャーを

ヘッジすることができる。フィーダー・ファンドは通常、95％から105％の間で豪ドルのエクスポー

ジャーをヘッジすることを目指す。受益証券が常にヘッジされる、またはＰＩＭＣＯがヘッジの活用

に成功する保証はない。 

 

投資目的および戦略－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢ 

－クラスＦ（南アフリカランド）： 

 フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターン

を追求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサ

ブ・ファンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、

その他の発行体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の

運用を目的として一時的に流動性のある証券、買戻契約（レポ）または他の金融商品に投資すること

ができる。フィーダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任さ

れているＰＩＭＣＯは、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファ

ンドは、損失のリスクを軽減するために対米ドルの南アフリカランドの変動に対する通貨エクスポー
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ジャーをヘッジすることができる。フィーダー・ファンドは通常、95％から105％の間で南アフリカ

ランドのエクスポージャーをヘッジすることを目指す。受益証券が常にヘッジされる、またはＰＩＭ

ＣＯがヘッジの活用に成功する保証はない。 

 

投資目的および戦略－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢ 

－クラスＤ（ブラジルレアル）： 

 フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターン

を追求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサ

ブ・ファンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、

その他の発行体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の

運用を目的として一時的に流動性のある証券、買戻契約（レポ）または他の金融商品に投資すること

ができる。フィーダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任さ

れているＰＩＭＣＯは、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファ

ンドは、損失のリスクを軽減するために対米ドルのブラジルレアルの変動に対する通貨エクスポー

ジャーをヘッジすることができる。この場合、ブラジルレアルはかかるフィーダー・ファンドの

「ヘッジ参照通貨」と称される。このため、フィーダー・ファンドは通常、95％から105％の間でブ

ラジルレアルのエクスポージャーをヘッジすることを目指す。したがって、米ドル（ブラジルレア

ル・ヘッジ）ポートフォリオは、対米ドルのブラジルレアルの変動を通貨エクスポージャーに反映す

ることを目指す。フィーダー・ファンドが常にヘッジされる、またはＰＩＭＣＯがヘッジの活用に成

功する、あるいは米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオにかかるエクスポージャーが常

にあるという保証はない。 

 

投資目的および戦略－ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドＢ 

－クラスＡ（ブラジルレアル）： 

 フィーダー・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターン

を追求することにある。フィーダー・ファンドはその資産を、ピムコ・ケイマン・トラストの別のサ

ブ・ファンドであるマスター・ファンドに投資することによりその投資目的の達成を目指し、通常、

その他の発行体の株式または債券に直接投資を行わない。ただし、フィーダー・ファンドは、現金の

運用を目的として一時的に流動性のある証券、買戻契約（レポ）または他の金融商品に投資すること

ができる。フィーダー・ファンドの受託会社によってフィーダー・ファンドの投資顧問会社に選任さ

れているＰＩＭＣＯは、フィーダー・ファンドの資産の投資について責任を負う。フィーダー・ファ

ンドは、損失のリスクを軽減するために対米ドルのブラジルレアルの変動に対する通貨エクスポー

ジャーをヘッジすることができる。この場合、ブラジルレアルはかかるサブ・ファンドの「ヘッジ参

照通貨」と称される。このため、フィーダー・ファンドは通常、95％から105％の間でブラジルレア

ルのエクスポージャーをヘッジすることを目指す。豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリ

オは豪ドル建てであり、したがって、豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオは、対豪ド

ルのブラジルレアルの変動を通貨エクスポージャーに反映することを目指す。フィーダー・ファンド

が常にヘッジされる、またはＰＩＭＣＯがヘッジの活用に成功する、あるいは豪ドル（ブラジルレア

ル・ヘッジ）ポートフォリオにかかるエクスポージャーが常にあるという保証はない。 

 

投資目的および戦略－マスター・ファンド： 

 マスター・ファンドの投資目的は、慎重な投資運用を維持しつつ、最大限のトータル・リターンを

追求することにある。マスター・ファンドのベンチマーク・インデックスは、ＪＰモルガン・エマー

ジング・マーケッツ・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドである。マスター・
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ファンドは、通常の状況において、純資産の80％以上を新興証券市場を有する国と経済的な結びつき

のある発行体の確定利付金融商品またはかかる証券のデリバティブに投資することにより、その投資

目的を達成することを目指す。ＰＩＭＣＯは、新興証券市場に適すると考える国を選定し、これに対

して投資を行う広範な裁量を有しているが、投資顧問会社は、一般に世界銀行もしくはその関連機関、

または国連もしくはその機構によって新興国または途上国と定義されている国、あるいは新興市場指

数を構築する目的で新興市場国であるとみなされる国に所在する市場を新興証券市場とみなしている。 

 

 マスター・ファンドが投資を行う確定利付金融商品には特に次のものが含まれる。 

 

・ 政府、政府機関、関係当局もしくは下部機構、ならびに政府支援企業が発行または保証する有価

証券 

・ コマーシャル・ペーパー 

・ １年以下のデュレーションを有するモーゲージ・バック証券 

・ 政府が発行するインフレ連動債 

・ 譲渡性銀行預金証書、定期預金および銀行引受手形 

・ レポ取引およびリバース・レポ取引 

・ 国際機関または超国家的機関の債務証書 

 

 マスター・ファンドによる米ドル以外の通貨建の有価証券および米国以外の発行体の有価証券への

投資に制限はない。ただし、マスター・ファンドは、途上国（または新興国）の現地通貨建の債券に

総資産の５％を超えて投資することはできない。 

 

 マスター・ファンドは通常、為替レートの変動から生じる損失のリスクを低減させるために、米ド

ル以外の通貨の対米ドルエクスポージャーをヘッジすることを目指すが、マスター・ファンドが常に

ヘッジされ、またはＰＩＭＣＯがヘッジ取引の活用に成功する保証はない。 

 

 マスター・ファンドのポートフォリオ平均デュレーションは通常、ＰＩＭＣＯの金利予測に基づき、

３年から８年の間で変動する予定である。マスター・ファンドが投資する有価証券は、ムーディー

ズ・インベスターズ・サービス・インクからＣａａ格、もしくはスタンダード・アンド・プアーズ・

レーティング・サービスまたはフィッチ・レーティングスまたは米国全土で認知されている他の統計

格付機関によって同等以上の格付を付されたものとし、また、格付が付されていない場合は、ＰＩＭ

ＣＯが同等のクオリティと判断したものに限られる。マスター・ファンドは、Ｂ格以上の最低平均信

用度を維持する意向である。マスター・ファンドは、有価証券が上記の最低投資クオリティを下回る

レベルに格下げされた場合でも、当該有価証券の売却は要求されない。ただし、かかる有価証券が購

入時にマスター・ファンドの最低クオリティ基準を満たしている場合に限る。 

 

 マスター・ファンドは、オプション契約、先物契約、先物契約のオプション、スワップ契約（ロン

グおよびショートのクレジット・デフォルト・スワップならびに先渡スワップ・スプレッド・ロック

を含むがこれらに限らない）およびスワップションなどのデリバティブ商品に投資することができる

が、投資の義務を負うものではない。ただし、マスター・ファンドは、米ドル以外の通貨建の金利ス

ワップに投資することができない。さらに、マスター・ファンドが通常の状況において、クレジッ

ト・デフォルト・スワップに投資することができるのは、純資産の10％までに限られる。マスター・

ファンドは、収益を得るために、ポートフォリオ証券をブローカー、ディーラーおよびその他の金融

機関に貸し付けることができる。マスター・ファンドは、一連の売買契約の締結またはその他の投資
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手法（バイ・バックまたはダラー・ロール等）の利用により、主に投資している金融商品のマーケッ

ト・エクスポージャーの獲得を目指すことができる。 

 

会計方針： 

 フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドならびにすべての投資会社は、会計基準アップ

デート第2013-08号「金融業務－投資会社（トピック946）」の指針を適用している。 

 

報酬： 

 フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドにより発生した重要な報酬はない。 

 

流動性条件： 

 フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドの受益証券は、ニューヨーク証券取引所の取引日

であれば、毎日買戻すことができる。 

 

分配金： 

 マスター・ファンドおよびフィーダー・ファンズは、月次ベースで分配金を宣言し、支払う意向で

ある。分配金はＰＩＭＣＯの承認を得た場合にのみ宣言され、分配されるが、ＰＩＭＣＯの裁量に

よってかかる承認が保留されることもある。 

 

注記４ 受益証券資本 

 

 最終買戻まで、管理会社の関連当事者である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が、各

サブ・ファンドの唯一の受益者であった。 

 

受益証券の販売 

 

米ドル・ポートフォリオ： 

 受益証券の当初募集価格は１口当たり100米ドルである。当初の最低申込口数は１口、あるいは絶

対最小値100米ドルを条件として受託会社が決定する口数である。 

 

ユーロ・ポートフォリオ： 

 受益証券の当初募集価格は１口当たり100ユーロである。当初の最低申込口数は１口、あるいは絶

対最小値100ユーロを条件として受託会社が決定する口数である。 

 

豪ドル・ポートフォリオ： 

 受益証券の当初募集価格は１口当たり100豪ドルである。当初の最低申込口数は１口、あるいは絶

対最小値100豪ドルを条件として受託会社が決定する口数である。 

 

南アフリカランド・ポートフォリオ： 

 受益証券の当初募集価格は１口当たり1,000南アフリカランドである。当初の最低申込口数は１口、

あるいは絶対最小値1,000南アフリカランドを条件として受託会社が決定する口数である。 

 

米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ： 

 受益証券の当初募集価格は１口当たり100米ドルである。当初の最低申込口数は１口、あるいは絶
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対最小値100米ドルを条件として受託会社が決定する口数である。 

 

豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ： 

 受益証券の当初募集価格は１口当たり100豪ドルである。当初の最低申込口数は１口、あるいは絶

対最小値100豪ドルを条件として受託会社が決定する口数である。 

 

受益証券の買戻 

 

 受益者は、通常は各営業日にあたるいずれの取引日においても受益証券の買戻を請求することがで

きる。買戻価格は、適用される評価日（通常、取引日の翌営業日である）に計算された、該当するサ

ブ・ファンドの受益証券１口当たり純資産価格から、第三者費用または源泉徴収税（該当する場合）

を差引後の金額である。 

 

受益者への分配 

 

 管理会社は、その裁量において、投資純利益、実現および未実現純キャピタル・ゲインならびに分

配可能な資本から、毎月20日（20日が営業日でない場合はその直後の営業日）に分配金を宣言するこ

とができる。 

 

 分配金は、分配金が宣言されてから５営業日以内に受益者に支払われる。 

 

 受益者への配当金の宣言は、１受益者当たりの受益権数の変動に連動することなくサブ・ファンズ

の受益証券１口当たり純資産価格を下落させる。これは受益者のサブ・ファンドへの総投資を下落さ

せることになる。また、サブ・ファンズの運用による純資産の累積純増加額を超過して期中に支払わ

れた分配金は、分配金の一部が資本の払戻しとなる。 

 

注記５ 未払債務 

 
米ドル・ 

ポートフォリオ 
ユーロ・ 

ポートフォリオ 
豪ドル・ 

ポートフォリオ 

 米ドル ユーロ 豪ドル 

管理報酬、管理事務代行報酬および 
保管報酬 

5,569.08 1,080.02 3,111.08 

販売報酬 19,951.91 2,577.84 8,817.72 

投資運用報酬および副投資運用報酬 36,050.63 4,652.01 15,942.66 

清算費用 15,358.75 14,330.65 22,997.42 

その他の報酬 6,808.73 1,926.38 4,286.44 

専門家報酬 92,450.24 12,399.70 40,109.12 

副管理報酬 2,729.17 999.66 2,069.08 

受託報酬 4,972.85 4,639.58 7,446.12 

合計 183,891.36 42,605.84 104,779.64 
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南アフリカランド・ 
ポートフォリオ 

米ドル（ブラジル 
レアル・ヘッジ） 
ポートフォリオ 

豪ドル（ブラジル 
レアル・ヘッジ） 
ポートフォリオ 

 南アフリカランド 米ドル 豪ドル 

管理報酬、管理事務代行報酬および 
保管報酬 

56,099.13 2,419.91 1,284.09 

販売報酬 173,787.86 6,500.83 1,886.45 

投資運用報酬および副投資運用報酬 314,160.87 11,745.87 3,410.86 

清算費用 280,451.51 15,358.75 22,997.30 

その他の報酬 71,015.16 3,081.53 2,432.67 

専門家報酬 790,874.83 38,605.09 11,006.96 

副管理報酬 31,631.22 1,454.23 1,391.91 

受託報酬 91,297.30 4,999.86 7,487.74 

合計 1,809,317.88 84,166.07 51,897.98 

 

注記６ 投資運用報酬 

 

 各サブ・ファンドに適用される投資運用報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.34％である。

かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。 

 

注記７ 副投資運用報酬 

 

 各サブ・ファンドに適用される副投資運用報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.59％であ

る。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。 

 

注記８ 受託報酬 

 

 受託会社は、自己勘定に関して受託報酬額を受け取る権利を有している。かかる報酬は毎日計上さ

れ、四半期毎に後払いされる。各サブ・ファンドに適用される受託報酬は、かかるサブ・ファンドの

純資産価額の年率0.01％であり、最低報酬額は１サブ・ファンドにつき年間10,000米ドルである。ま

た、受託会社は各サブ・ファンドから一部の取引手数料およびすべての立替経費ならびに各サブ・

ファンドの管理事務によって生じた支出を受け取る権利を有している。 

 

注記９ 管理報酬、保管報酬および管理事務代行報酬 

 

 管理会社、保管会社および管理事務代行会社に支払われる報酬は、サブ・ファンドの四半期平均の

純資産価額の年率0.125％である。また、管理会社、保管会社および管理事務代行会社は、場合に

よって、各サブ・ファンドから一部の取引手数料およびすべての立替経費ならびに各サブ・ファンド

の管理事務によって生じた支出を受け取る権利を有している。 

 

注記10 販売報酬 

 

 各サブ・ファンドに適用される販売報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.50％である。か

かる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。 
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 各サブ・ファンドに適用される代行協会員報酬は、サブ・ファンドの純資産価額の年率0.05％であ

る。かかる報酬は毎日計上され、四半期毎に後払いされる。 

 

注記11 副管理報酬 

 

 副管理会社は、各評価日に計算され、四半期毎に後払いされるサブ・ファンドの平均純資産価額の

年率0.025％を受領する権利を有する。 

 

注記12 為替レート 

 

 適用される2024年６月30日現在の為替レートは以下のとおりである。 

１米ドル ＝  1.497342豪ドル 

１米ドル ＝ 0.933053ユーロ 

１米ドル ＝  18.260000南アフリカランド 

 これらの為替レートの情報源は、ロイター通信社である。 

 

注記13 財務ハイライト 

 

 2023年８月１日から2024年６月30日までの期間の財務ハイライトは以下のとおりである。 

 

 
 
米ドル・ポー
トフォリオ 

 
ユーロ・ポー
トフォリオ 

 
豪ドル・ポー
トフォリオ 

 
南アフリカラ
ンド・ポート
フォリオ 

米ドル（ブラ
ジルレアル・
ヘッジ）ポー
トフォリオ 

豪ドル（ブラ
ジルレアル・
ヘッジ）ポー
トフォリオ 

期首純資産価格 65.85 43.20 30.12 484.11 7.47 10.04 

投資事業による収益／ 
（損失）： 

      

投資純利益(1) 2.82 0.82 0.85 29.60 (0.22) (0.58) 

実現および未実現純利益／
（損失） 

2.10 1.07 0.63 13.68 0.03 0.24 

運用による利益／（損失）
合計 

4.92 1.89 1.48 43.28 (0.19) (0.34) 

分配金控除 (4.29) (1.87) (1.98) (68.20) (0.88) (1.21) 

2024年６月28日現在の 
純資産価格 

66.48 43.22 29.62 459.19 6.40 8.49 

トータル・リターン 7.72％ 4.51％ 5.12％ 9.79％ (2.92)％ (3.92)％ 

       

平均純資産に占める割合：       

費用合計 2.71％ 4.01％ 3.21％ 2.98％ 3.33％ 6.06％ 

投資純利益／（損失） 4.31％ 1.92％ 2.86％ 6.33％ (3.18)％ (5.94)％ 

 

 (1)：当期間の期中平均発行済受益証券口数を使用して計算されている。 

 

注記14 契約債務および偶発債務 

 

 通常業務において、受託会社はサブ・ファンズに代わって様々な保証条項を含む契約や一般補償を

提供する契約を締結している。かかる契約に基づく、サブ・ファンズの受託者としての立場における
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受託会社の最大エクスポージャーは、現時点では存在しないが、受託会社に対して提起されうる将来

の申し立てを含む可能性があるため、不明である。しかし、経験に基づき、経営者は損失のリスクは

僅少であると予想している。 

 

注記15 金融商品とリスク 

 

 サブ・ファンズの投資活動は、金融商品やサブ・ファンズが投資する市場に関連する様々な種類・

程度のリスクにさらされている。2024年６月30日現在、サブ・ファンドが保有する投資はなかった。 

 

信用リスク： 

 サブ・ファンズに信用リスクをもたらす可能性のある金融資産は主に現金からなる。サブ・ファン

ズの現金はルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.に預け入れられている。サブ・

ファンズは、フィーダー・ファンズまたはマスター・ファンドが債務を履行できない場合に信用リス

クの影響を受ける。サブ・ファンズはマスター・ファンドの金融資産に関連する信用リスクにも間接

的にさらされている。マスター・ファンドには、自らの取引相手の信用リスクがあり、決済不履行の

リスクも負うことになる。マスター・ファンドは、サブ・ファンズの運用成績として、確定利付証券

の発行体または保証人、あるいはデリバティブ契約の相手方当事者が適時に元本および／または利息

の支払い、もしくは他の方法による債務の履行を行うことができない、またはこれに消極的である場

合、損失を被る可能性がある。サブ・ファンズはマスター・ファンドの金融資産および融資契約に関

連する信用リスクにも間接的にさらされている。 

 

市場リスク、集中リスクおよび流動性リスク： 

 サブ・ファンズの活動は、金融市場の変動の影響を受ける。サブ・ファンズの市場リスクのエクス

ポージャーは、直接的に、またはマスター・ファンドのポジションを通じて、為替レートおよび市場

のボラティリティを含む複数の要素によって算定される。マスター・ファンドの投資活動の結果、サ

ブ・ファンズは、特定市場への投資の著しい集中および／または変動しやすく、流動性に欠ける個々

の投資の影響を受けることがある。また、サブ・ファンズが行う投資は、譲渡性および売却に一定の

制限が課される可能性がある。したがって、サブ・ファンズには、かかる投資における持分を希望時

に即時に売却することができず、また、売却によって稼得する価格がサブ・ファンズの資産負債計算

書に含まれているかかる投資の額を下回るリスクがある。 

 

 金利リスクは、金利の変動によって確定利付証券の価値が低下するリスクである。名目金利が上昇

すると、マスター・ファンドが保有する特定の確定利付証券の価値は低下する傾向がある。デュレー

ションが長い確定利付証券は、金利の変動の影響をより強く受ける傾向があり、通常、デュレーショ

ンが短い証券よりも変動しやすい。 

 

 マスター・ファンドは外貨を保有し、かつ、外貨を扱い外貨によって収益を得る有価証券、および

外貨エクスポージャーを提供するデリバティブに投資しているため、マスター・ファンドの基準通貨

に応じてかかる通貨の価値が低下する、あるいはヘッジポジションの場合には、ヘッジされている通

貨に応じてマスター・ファンドの基準通貨の価値が低下するリスクを負っている。外国為替レートは

色々な理由によって短期間に著しく変動することがある。その結果、マスター・ファンドの外貨建証

券への投資によって、マスター・ファンドの利益が減少してサブ・ファンズの利益が減少する可能性

がある。 
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ヘッジ・ファンドの事業リスクおよび規制リスク： 

 サブ・ファンズの期間中に、法律、税金および規制に変更が生じる場合があり、サブ・ファンズは

不利な影響を受ける可能性がある。ヘッジ・ファンドに関する規制環境は進化し続けており、ヘッ

ジ・ファンドの規制の変更はサブ・ファンズが保有する投資の価値ならびにサブ・ファンズが規制の

変更がなければ得ていたであろうレバレッジを得る、または取引戦略を追求する能力に不利な影響を

及ぼす可能性がある。さらに、証券および先物市場は広範な法律、規制および委託証拠金の影響を受

ける。規制当局および自主規制機関ならびに取引所は、市場危機に際して特別な措置を講じる権限を

与えられている。デリバティブ取引および空売りならびにかかる取引を行うファンドの規制は、法律

が進化しつつある分野であり、政府および管轄地の法的措置による修正の影響を受けやすい。将来の

規制の変更がサブ・ファンズに及ぼす影響は、重大かつ不利なものとなる可能性がある。 

 

為替予約： 

 サブ・ファンズ、フィーダー・ファンズおよびマスター・ファンドは、有価証券の予定取引の決済

に関連して、投資戦略の一環として保有有価証券の一部または全部に関連する通貨エクスポージャー

をヘッジする目的で、また、ヘッジ・クラスに関連して、かかるヘッジ・クラスの機能通貨以外の通

貨エクスポージャーを維持する目的で、為替予約を締結している。これらのクラス特有の為替予約が

成功する保証はない。 

 

 先渡為替予約は、売り手が特定の通貨を将来の特定日に受け渡すことに合意する、特定の通貨およ

びコモディティの遅延引渡に関する契約である。通貨およびコモディティの先渡契約に内在するリス

クは、相手方当事者による契約条件の不履行ならびに公正価値および為替レートの変動である。 

 

先物予約： 

 マスター・ファンドは証券市場あるいは金利または通貨価値の変動に対するエクスポージャーを管

理する目的で先物予約を締結している。先物予約の利用に伴う主なリスクは、マスター・ファンドが

保有する証券の市場価値の変動と先物予約の価格が不完全な相関関係にあること、および流動性の低

い市場が生じる可能性である。 

 

クレジット・デフォルト・スワップ： 

 マスター・ファンドはクレジット・デフォルト・スワップを締結している。クレジット・デフォル

ト・スワップの買い手は通常、売り手に対して契約期間にわたり定期的な支払いを行う代わりに、基

礎となる参照債務に係る信用事由発生時に偶発的支払いを受ける。一般に、企業やソブリンの参照債

務に係る信用事由とは、破産、不払い、債務弁済期日繰上げ、履行拒絶／支払猶予または組織再編を

意味する。アセット・バック証券に係るクレジット・デフォルト・スワップの場合、元本の支払不履

行、期限延長、格付けの引き下げまたは評価損などによって信用事由が発生することがある。信用事

由が生じた場合、売り手は通常、買い手に対して支払いを行わなければならず、これは一般に参照債

務の額面金額（名目元本総額）であるが、実際の支払額は契約額と担保の相殺を認める国際スワップ

デリバティブ協会（以下「ＩＳＤＡ」という。）の契約条項によって軽減されることがある。信用事

由の発生後、この金額は、期待回収率、分離された担保、ならびにかかる相手方当事者と複数の取引

を行っている場合には契約額の相殺によって減額されることがある。 

 

 偶発的支払いは、現金決済または参照債務の額面金額の支払いに代えて参照債務の引渡しにより行

われる。マスター・ファンドが買い手であり、信用事由が発生しなかった場合、マスター・ファンド

は投資を喪失し、回収方法はない。しかし、信用事由が発生した場合、買い手は通常、価値がほとん
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どない、またはまったくない参照債務の名目元本総額を受け取ることなる。マスター・ファンドが売

り手である場合、信用事由の発生がなければ通常、１ヵ月から５年の契約期間にわたり固定金利の利

息を受け取る。信用事由が発生した場合、売り手は買い手に参照債務の名目元本総額を支払う。 

 

 マスター・ファンドが参照債務への投資を直接行っていた場合、クレジット・デフォルト・スワッ

プに内在するリスクは高まる。一般的な市場リスクに加えて、クレジット・デフォルト・スワップに

は流動性リスクおよび相手方当事者の信用リスクがある。マスター・ファンドは財務の健全性の基準

を満たしている相手方当事者とクレジット・デフォルト・スワップを締結している。また、買い手は、

信用事由が発生しなければ投資を喪失し、回収方法はない。信用事由が発生した場合、売り手が受け

取る参照債務の価値は、以前に受け取った定期的な支払いを加えても、買い手に支払う名目元本総額

を下回る場合があり、結果として損失となることがある。 

 

注記16 後発事象 

 

 2024年７月８日に、唯一の残存受益者が、2024年６月28日現在のサブ・ファンドの最終純資産評価

額に基づき決定された最終分配金を受領した。 

 
サブ・ファンド 通貨 受益証券口数 2024年６月28日現在の 

純資産価額 

米ドル・ポートフォリオ 米ドル 218,682 14,537,021.06 

ユーロ・ポートフォリオ ユーロ 46,187 1,996,385.19 

豪ドル・ポートフォリオ 豪ドル 211,296 6,258,143.95 

南アフリカランド・ポートフォリオ 南アフリカランド 280,786 128,934,378.78 

米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）

ポートフォリオ 

米ドル 711,154 4,548,386.47 

豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）

ポートフォリオ 

豪ドル 154,231 1,309,738.82 

 
2024年６月30日現在の買戻された受益証券に対するすべての債務は、2024年７月１日から2024年７

月８日までの間に決済された。サブ・ファンズの償還手続きは、未払債務の決済後、2025年第２四半

期までに完全に完了する予定である。 

 

財務書類が発行可能となった2024年11月15日までに、本財務書類に開示が求められるその他の後発

事象はなかった。 
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（２）損益計算書 

 サブ・ファンドの損益計算書については、「財務諸表、（１）貸借対照表」の項目に記載し

たサブ・ファンドの損益計算書を参照のこと。 

 

 



－  － 

 

 

49

Ⅴ．投資信託財産運用総括表 
 

信託期間 
投資信託当初払込日 2010年１月21日 

投資信託契約終了日 2024年６月30日 

 

投資信託契約終了時（2024年６月30日）の状況（注１） 

資産総額（注２） 33,966,247.81米ドル 5,120,072,195円 

負債総額（注２） 625,973.85米ドル 94,359,298円 

純資産総額（注２） 33,340,273.96米ドル 5,025,712,897円 

受益権口数 

米ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポート
フォリオ 

711,154口 

豪ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポート
フォリオ 

154,231口 

一口当たり償還金 

米ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポート
フォリオ 

6.40米ドル 965円 

豪ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポート
フォリオ 

8.49豪ドル 832円 

（注１）サブ・ファンドの最終評価日である2024年６月28日現在の数値を記載しています。以下同じです。 

（注２）資産総額、負債総額および純資産総額は、ファンド全体の資産総額、負債総額および純資産総額です。 

区分 投資信託当初払込時 投資信託契約終了時 差引増減 

受益権口数 

米ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポート
フォリオ 

1,594,535口 711,154口 －883,381口 

豪ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポート
フォリオ 

439,754口 154,231口 －285,523口 

元本額 

米ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポート
フォリオ 

159,446,289.68米ドル 4,548,386.47米ドル －154,897,903.21米ドル 

豪ドル（ブラジルレア
ル・ヘッジ）ポート
フォリオ 

43,973,373.94豪ドル 1,309,738.82豪ドル －42,663,635.12豪ドル 
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毎計算期末の状況 

 

＜米ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

計算期 
元本額 

（米ドル） 

純資産総額 

（米ドル） 

１口当たり 

純資産価格 

（米ドル） 

１口当たり分配金 

金額 

（米ドル） 

分配率 

（％） 

第６期 153,165,311.17 61,338,388.72 30.19 15.00 49.69 

第７期 61,338,388.72 43,376,871.61 29.73 6.00 20.18 

第８期 43,376,871.61 39,594,979.02 29.88 4.80 16.06 

第９期 39,594,979.02 25,447,950.86 21.57 4.80 22.25 

第10期 25,447,950.86 22,540,304.04 18.67 4.80 25.71 

第11期 22,540,304.04 11,453,169.96 10.04 4.00 39.84 

第12期 11,453,169.96 9,240,185.82 9.12 1.40 15.35 

第13期 9,240,185.82 6,022,044.44 6.96 1.02 14.66 

第14期 6,022,044.44 5,981,913.23 7.47 0.96 12.85 

第15期 5,981,913.23 4,548,386.47 6.40 0.88 13.75 

 

＜豪ドル（ブラジルレアル・ヘッジ）ポートフォリオ＞ 

計算期 
元本額 

（豪ドル） 

純資産総額 

（豪ドル） 

１口当たり 

純資産価格 

（豪ドル） 

１口当たり分配金 

金額 

（豪ドル） 

分配率 

（％） 

第６期 54,930,240.00 18,994,056.19 40.76 13.45 33.00 

第７期 18,994,056.19 13,752,168.86 39.41 7.60 19.28 

第８期 13,752,168.86 11,477,706.76 37.37 6.60 17.66 

第９期 11,477,706.76 8,246,268.18 28.50 6.60 23.16 

第10期 8,246,268.18 7,986,846.18 26.39 6.60 25.01 

第11期 7,986,846.18 3,679,880.49 13.76 5.52 40.12 

第12期 3,679,880.49 2,611,565.72 11.84 1.96 16.55 

第13期 2,611,565.72 1,701,282.92 9.13 1.41 15.44 

第14期 1,701,282.92 1,753,166.42 10.04 1.32 13.15 

第15期 1,753,166.42 1,309,738.82 8.49 1.21 14.25 
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Ⅵ．お知らせ 

 
・サブ・ファンドは、2024年６月30日に償還いたしました。 

・2024年８月13日付で、サブ・ファンドの受託会社であるファーストカリビアン・インターナショナ

ル・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドは、その商号をＣＩＢＣカリビ

アン・バンク・アンド・トラスト・カンパニー（ケイマン）リミテッドに変更しました。 
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